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「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等の 

ための措置に関する法律の施行期日を定める政令」等の公布について 

このことについて、文部科学省総合教育政策局政策課企画調整係から別添のとおり通知がありま

したので、お知らせします。 

このたび、令和６年６月に成立した「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性

暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第69号。以下「法」という。）」に関し、

「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する

法律の施行期日を定める政令（令和７年政令第439号）」が公布され、法の施行期日が令和８年12月

25日とされたところです。 

また、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置

に関する法律施行令（令和７年政令第440号）」等が公布されたところです。 

法の概要については、令和７年10月９日付け事務連絡「学校設置者等及び民間教育保育等事業者

による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けたこども家庭庁作成のリ

ーフレット及び動画について（周知）」により学校設置者等に対し周知しているところですが、改

めて法及び別添の内容について御確認いただきますようお願いいたします。 
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